
４月から
市税や使用料などの納付が便利になります

コンビニエンスストア（コンビニ）
でも納付できるように
なります！

●コンビニ納付が可能な市税・使用料など

【市税】
・市県民税（普通徴収分）
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税（普通徴収分）

【使用料など】
・後期高齢者医療保険料
　（普通徴収分）
・上水道使用料
・市営住宅使用料
・保育園保育料

※平成26年４月以降に発行する、バーコード印字のある納付書で
　納付できます。

４月から市税や使用料などをコンビニで納付することができる「コンビニ納付」を開始します。
平日は仕事などで納付が難しい方も、休日や夜間などに納付することができるようになります。（手数料無料）
なお、これまでどおり納付書に記載された金融機関や、ゆうちょ銀行（郵便局）、市役所でも納付することが
できます。

●コンビニ納付Ｑ＆Ａ

●利用が可能なコンビニ

エブリワン、セブン－イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ミニストップ、
ローソン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルＫ、
サンクス、スパー（北海道）、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、セイコーマート、
セーブオン、タイエー、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ポプラ、
ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、
ＭＭＫ（マルチメディアキオスク）設置店

市県民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税　　　　税　務　課　☎37・6103
後期高齢者医療保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保年金課　☎37・6101
上水道使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水　道　課　☎73・8804
市営住宅使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　設　課　☎37・6120
保育園保育料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ ど も 課　☎37・6109

（全国の下記の店舗の営業時間内であれば、いつでも納付することができます。太字は市内にあるコンビニです。）

　Ｑ　納付するときに手数料はかかりますか？

　Ｑ　24時間いつでも納めることができますか？

　Ｑ　コンビニで先ほど納付しましたが、納税証明書がすぐとれますか？

　Ｑ　バーコードの印字がある納付書は、コンビニでしか使えませんか？

　Ｑ　今までの納付書でもコンビニで納められますか？

　Ａ　手数料はかかりません。

　Ａ　コンビニの営業時間内であれば、土・日・祝日も含めて 24時間いつでも納付することがで

　　　きます。

　Ａ　納付の確認がとれるまでに日数がかかりますので、納税証明書がすぐ必要な場合は、税務課

　　　窓口へ領収書を持参し、納税証明書発行の申請をしてください。ただし、車検を受けるため

　　　の軽自動車税の納税証明書は、納税通知書の右端が証明書となりますので、納付された後、

　　　切り離してご利用ください。

　Ａ　これまでどおり、納付書に記載された、金融機関・ゆうちょ銀行（郵便局）・市役所でも納付

　　　することができます。

　Ａ　平成 26年３月までに発行した納付書では納めることはできません。平成 26年４月以降に

　　　発行したバーコード印字のある納付書から納めることができます。

●こんなときはコンビニで納付が  で き ま せ ん

【問合せ】

•納付書１枚あたりの金額が 30 万円を超える場合
•金額が手書きなどで訂正されている場合
•コンビニでの使用期限を過ぎている場合
•バーコードの印字がない場合
•汚損などにより、バーコードが読み取れない場合

　⇒これらの場合は、納付書に記載された、
　　金融機関・ゆうちょ銀行（郵便局）・市役所で納付することができます。

ご
注
意
く
だ
さ
い

・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・
・・・・・・

・・・ ・・・・・・・

・

H26.3.20号小城広報 2



４月から
市税や使用料などの納付が便利になります

コンビニエンスストア（コンビニ）
でも納付できるように
なります！

●コンビニ納付が可能な市税・使用料など

【市税】
・市県民税（普通徴収分）
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税（普通徴収分）

【使用料など】
・後期高齢者医療保険料
　（普通徴収分）
・上水道使用料
・市営住宅使用料
・保育園保育料

※平成26年４月以降に発行する、バーコード印字のある納付書で
　納付できます。

４月から市税や使用料などをコンビニで納付することができる「コンビニ納付」を開始します。
平日は仕事などで納付が難しい方も、休日や夜間などに納付することができるようになります。（手数料無料）
なお、これまでどおり納付書に記載された金融機関や、ゆうちょ銀行（郵便局）、市役所でも納付することが
できます。

●コンビニ納付Ｑ＆Ａ

●利用が可能なコンビニ

エブリワン、セブン－イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ミニストップ、
ローソン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルＫ、
サンクス、スパー（北海道）、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、セイコーマート、
セーブオン、タイエー、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ポプラ、
ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、
ＭＭＫ（マルチメディアキオスク）設置店

市県民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税　　　　税　務　課　☎37・6103
後期高齢者医療保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保年金課　☎37・6101
上水道使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水　道　課　☎73・8804
市営住宅使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　設　課　☎37・6120
保育園保育料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ ど も 課　☎37・6109

（全国の下記の店舗の営業時間内であれば、いつでも納付することができます。太字は市内にあるコンビニです。）

　Ｑ　納付するときに手数料はかかりますか？

　Ｑ　24時間いつでも納めることができますか？

　Ｑ　コンビニで先ほど納付しましたが、納税証明書がすぐとれますか？

　Ｑ　バーコードの印字がある納付書は、コンビニでしか使えませんか？

　Ｑ　今までの納付書でもコンビニで納められますか？

　Ａ　手数料はかかりません。

　Ａ　コンビニの営業時間内であれば、土・日・祝日も含めて 24時間いつでも納付することがで

　　　きます。

　Ａ　納付の確認がとれるまでに日数がかかりますので、納税証明書がすぐ必要な場合は、税務課

　　　窓口へ領収書を持参し、納税証明書発行の申請をしてください。ただし、車検を受けるため

　　　の軽自動車税の納税証明書は、納税通知書の右端が証明書となりますので、納付された後、

　　　切り離してご利用ください。

　Ａ　これまでどおり、納付書に記載された、金融機関・ゆうちょ銀行（郵便局）・市役所でも納付

　　　することができます。

　Ａ　平成 26年３月までに発行した納付書では納めることはできません。平成 26年４月以降に

　　　発行したバーコード印字のある納付書から納めることができます。

●こんなときはコンビニで納付が  で き ま せ ん

【問合せ】

•納付書１枚あたりの金額が 30 万円を超える場合
•金額が手書きなどで訂正されている場合
•コンビニでの使用期限を過ぎている場合
•バーコードの印字がない場合
•汚損などにより、バーコードが読み取れない場合

　⇒これらの場合は、納付書に記載された、
　　金融機関・ゆうちょ銀行（郵便局）・市役所で納付することができます。

ご
注
意
く
だ
さ
い

・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・
・・・・・・

・・・ ・・・・・・・

・

3 H26.3.20号小城広報




